
２ ０ ２ １ 年 ７ 月 

お客さま 各位 

株式会社七十七銀行 

 

＜七十七＞ダイレクトサービスの取引限度額の取扱変更について 

 

 平素は当行をお引き立ていただき厚く御礼申し上げます。  
さて、当行では、＜七十七＞ダイレクトサービスのインターネットバンキング  

（以下「ＩＢ」といいます。）の不正利用防止に万全を期すため、下記のとおり、   
「振込限度額」および「税金・各種料金の払込み限度額（以下「払込み限度額」とい
います。）」の取扱いを変更いたします。  
 お客さまの大切な資産を悪意のある第三者から守ることを目的としておりますので、
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 
 当行では、今後も高度なセキュリティと万全な体制で、お客さまがＩＢを安心して
ご利用いただけるよう努めてまいります。  

 

記 
 

１．変更内容 

  「振込限度額」および「払込み限度額」の取扱いを以下のとおり変更します。  

区 分 

設定可能上限値 
〔初期設定値〕 限度額引上げの反映時期 

現 行 変更後 現 行 変更後 

振込限度額 

(ご契約毎に設定) 

500万円 

〔20万円〕 500万円 

〔０円〕 
即時反映 

３日後に反映 

払込み限度額 

(口座毎に設定) 

民間収納 
機関宛 上限なし 

〔設定なし〕 国・地方公
共団体宛 

現行どおり 現行どおり 

 ※既にＩＢをご利用中のお客さまは、登録済の限度額がそのまま適用されますが、  

「払込み限度額」を未設定の場合は、本件により、限度額が０円として登録されます。 

  払込みを行う場合は、実施日以降に限度額引上げの操作をお願いいたします。 

 ※「振込限度額」および「払込み限度額」の引下げは、現行通り即時反映されます。 
 

２．実施日 

  ２０２１年７月１９日（月） 
 

３．各種限度額の設定内容確認・変更方法 

  以下の手順で確認・変更が可能です。 

 ＜手順＞ＩＢトップ画面 → 各種利用設定・お客さま情報変更 → お客さま登録内容確認 → 限度額  

 ※払込み限度額は、実施日以降に確認・変更が可能となります。 

 

＜お客さまへのお願い＞ 
 

 当行では、ＩＢの不正利用防止に万全を期すため、これまでも様々なセキュリティ強化

を実施しておりますが、万が一に備えて、「振込限度額」および「払込み限度額」は    

必要最低限の金額に設定していただきますようお願いいたします。  

 

以 上 


